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研究成果の概要（和文）：1994年の選挙制度改革は日本の議員、政党組織にいかなる影響を及ぼしているのか。本研究
は自民党と民主党を対象として、候補者選定制度、政策決定手続き、人事制度、それらを含む政党組織改革の展開につ
いて検討した。研究からは、候補者選定に公募制が導入されると共に、政策決定手続きを集権化する動きが観察された
。また、政策活動が活発化し、人事上も政策活動に積極的な議員ほど、昇進する傾向が自民、民主両党で観察された。
他方、造反行動も増加しており、党内のまとまりをいかに維持するのか、そのための政党内制度の組み合わせ方、制度
に対する共有された態度の形成が課題であると考えられる。

研究成果の概要（英文）：This research project examined the relationship between electoral reform and 
party organizations. After theoretical discussions, the following topics are analyzed:candidate 
selection, party chairman elections, cabinet portfolio, policy research council, and party reform 
movement for 1980-2014.
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１．研究開始当初の背景 
 選挙制度改革は、政権交代可能な二大政党
制の創出（政党間）と議員－執行部関係にお
ける集権化（政党内）を目的としていた。議
員の行動については、選挙区活動、政党内で
の政策活動、国会内での活動も研究が進み、
選挙制度改革前後の変化、影響の程度が明ら
かになってきている。 
ただし、「政治改革大綱は政党の改革を一

つの重要な項目にしたのであるが、実は政党
の改革はその後、ほとんど手がつけられない
状態のまま事態はここにいたっている。―中
略―個人から政党へと問題解決の担い手を
移したところ、今度は政党が問題になったと
いえなくもない」（佐々木，1999，26）とし
て、政党レベルの課題が指摘されてきた。 
 また、比較研究上も制度（特に選挙制度）
の政党組織への効果を明らかにする研究が
進められている。日本の自民党、民主党の分
析は 1990 年代以降の政党研究、選挙制度研
究の流れの中で、貢献できる部分があるので
はないかと考えるに至った。 
 
２．研究の目的 
議員および政党にはそれぞれ3つの目標が

あるとされる。議員の目標は再選、公共政策
の実現、昇進である。議員レベルに対応した
形で、政党の目標には議席の増大、公共政策
の実現、政権の獲得がある。 
それぞれの目標追求のあり方を左右する

のが、選挙制度である。選挙制度改革によっ
て、先の目標追求のあり方は変化し、議員や
政党組織レベルでも変化が起きている可能
性がある。 
研究上も個別には研究が進められている

ものの、それらを関連づけた上で、より体系
的に検証する必要があるのではないかと考
えた。 
そこで、政党組織を制度の束として理解し、

議員および政党レベルの目標に対応する、公
認・公募制度、政策決定手続き、人事制度（退
出・昇進管理）に変容があるのかどうかを分
析することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
３．研究の方法 

本研究は自民党と民主党について、①政党
組織改革の過程、②公認・公募制度、③政策
審議機関の分析、④人事制度の分析を進める
ものである。自民党については選挙制度改革
前後の比較も試みる。 
 それぞれについて、量的データの整備と質
的データの収集から分析を進めた。はじめに、
個別の対象についてのデータ整備（公募の実
施状況、『衆議院公報』による政策審議機関
の活動量、国会での立法活動、メディアへの
露出度など）を進めた。また、党内の資料、
党本部・県連職員、国会議員へのインタビュ
ーにより質的情報を得た。 
 
４．研究成果 
 政党研究、政党組織改革、候補者選定制度、
政策決定手続き、人事制度の各側面での知見
をまとめると、以下のようになる。 
 
（1）政党研究 
政党組織を構成する4つの制度に関する文

献のレビューを進めた。一体性（党のまとま
り）、規律（リーダーが反抗的な成員に命令
を受け入れさせ、行動させるために利用可能
な手段や方法）、凝集性（イデオロギー上の
密接さ、選挙上の目標における共通の利益、
共通の地理的結びつき、制度に対する共有さ
れた態度によってもたらされる議員間の一
致）などの政党組織のあり方を考察する概念
を中心に検討した。 
一体性を導く条件として、凝集性と規律が

ある。検討からは、規律の行使はリスクを伴
っており、規律に基づいて一体性を導くこと
には制約があること、規律の背景に凝集性が
あることを示した。特に、政策選好の一致、
選挙上の一致、制度に対する態度の共有とい
う凝集性を構成する各要素が、規律に関連し
ていた。凝集性の構成要素がそれぞれ高まれ
ば、政党執行部への権限の委譲を促し、委譲
された権限の価値を高め、規律の行使に対す
る反発を抑制し、政党の一体性を高める。 
レビューからは、政党の執行部の集権化だ

けでは党のまとまりが保たれない可能性が
明らかになり、政党内制度の組み合わせ方を
考慮した制度設計、党運営が必要であること
が示唆された。 
これは 90 年代の政治改革の帰結とその評

価を考える上でも重要なものと考えられる。  
 
(2)党改革 
 また、政党組織改革の過程の分析からは、
集権的な政党内制度への変化が観察された。
ただ、その程度は民主党と自民党で異なって
おり、民主党は各種の政党内制度が集権的な
要素で構成されるようになっていった。他方、
自民党では政策決定手続き面での集権化へ
の移行は弱く、候補者選考、人事制度面での
変化が中心であった。 
 ただ、党内制度の改革は必ずしも集権化の
方向性へと自動的に変化したわけではない。



衆議院議員の公認における現職優先、総務会
を頂点とする全会一致の意思決定および事
前審査制は制度改革後も継続した。 
自民党の党改革は、小泉という党内での支

持基盤の弱いリーダーの選出、政党を取り巻
く環境の悪化という中で、リーダーの再選戦
略、影響力の拡大という目標に即した改革が
なされた。この点で、制度改革は小泉総裁期
に進展したのであり、選挙制度改革直後では
ない。 
また、政策決定過程の一元化については、

事前審査制の省略、部会長と副大臣・政務官
の兼任、マニフェストによる統制など複数の
アプローチがなされた。事前審査制や全会一
致の原則については、内閣の法案提出権を認
め、国会審議後に改めて党内での議決を行う
という前例を残し、マニフェストの導入もな
された。しかし、それ以上の制度化はなされ
ておらず、政務調査会や総務会も内閣の法案
提出権を認めているものの、事前審査の権限
を放棄しているわけではなく、内閣を拘束す
る余地を残している。 
 
(3)候補者選定制度 
 公認・公募制度については、データの収集
が進み、各地域単位でのばらつきが観察され
た。党本部、国会議員、地方議員、党員レベ
ルと包括性の度合いには差があり、主導する
主体も異なる。 
 
(4)政策決定手続き、政策審議機関 
 政策決定手続きは、自民党と民主党でやや
異なる。自民党では選挙制度改革後も手続き
面での変化が乏しい。他方、民主党では 1996
年の結党から 2000 年代前半まで政策決定の
方式や手続きをめぐる組織内での対立や模
索が続いた。複数の組織が併存する状態から、
徐々にトップダウン型の決定システムの構
築が進んできた。 
 また、自民党と民主党では党議拘束に対す
る態度も異なっている。自民党では党議拘束
を順守する傾向が強く、当選回数と共にその
態度が強くなる。他方、民主党では党議拘束
を受容する議員の割合が低く、消費税や TPP
をめぐる党内対立を経てもなお、民主党議員
の間に党議拘束に対する態度が共有されて
いない。その点で、民主党は一体性を確保す
る面が弱いことが明らかとなった。 
政策審議機関の分析では、活動量の維持が

確認された。政党の集権化が指摘されるもの
の、党内の政策活動量は低下しておらず、年
間 1300 回程度（与党）の活動が確認された。 
 また、選挙制度改革後は造反が増加してお
り、政党のまとまりを崩す動きも観察されて
いる。 
 
(5)人事制度 
人事の分析では、自民党と民主党の双方で

配分方法、評価基準の変化が観察された。当
選回数は依然として影響があるものの、政策

能力の評価が昇進を早める方向に作用する
ようになった。自民党、民主党の双方で議員
立法等の活動が推奨され、積極的な議員ほど
大臣、副大臣以下の役職就任が促進されてい
た。 
1980 年代の自民党では派閥規模に応じて

役職が配分され、当選 6回で大臣に就任でき
た。しかし、選挙制度改革を受けて、徐々に
当選回数主義、派閥中心の人事は弱まってい
る。それに対して、政策を中心とした評価が
重みを増しており、人事の仕組みには変化が
みられる。 
 以上から、選挙制度改革によって日本の政
党政治は責任政党政府モデルの方向へと変
化しているのではないかと論じた。 
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